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中
央
会
女
性

部
会
は
、
7
月
2

日
中
巨
摩
郡
昭

和
町「
テ
ィ
ン
カ

ー
ベ
ル
」
に
お
い

て
宮
川
名
誉
会

長
の
出
席
の
も
と
、

平
成
21
年
度
の

通
常
総
会
を
開

催
し
た
。

　
総
会
で
は
、
昨

年
度
の
事
業
報
告
や
今
年
度
の
事
業
計
画
等
が
決
定
さ
れ

た
。
本
年
度
の
重
点
事
業
と
し
て
、
年
1
回
県
内
の
女
性
経

営
者
や
経
営
者
パ
ー
ト
ナ
ー
、
組
合
女
性
部
等
な
ど
が
一

堂
に
会
す
る
「
県
大
会
」
の
開
催
や
全
国
レ
デ
ィ
ー
ス
中
央

会
事
業
へ
の
参
加
協
力
、
2
組
合
女
性
部
へ
の
研
修
支
援

等
が
決
定
さ
れ
た
。

　
総
会
終
了
後
の
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、（
社
）
山
梨

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
女
性
部
会
、
山
梨
認
定
美
容
師
会
、
山
梨

県
化
粧
品
小
売
協
同
組
合
女
性
部
等
に
よ
る
活
動
報
告
や

計
画
が
発
表
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
7
月
7
日
・
8
日
に
は
、
全
国
レ
デ
ィ
ー
ス
中
央

会
の
平
成
21
年
度
通
常
総
会
等
が
東
京
で
開
催
さ
れ
、
10

月
20
・
21
日
滋
賀
県
で
開
催
さ
れ
る
「
全
国
レ
デ
ィ
ー
ス
中

央
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
0
9
in
滋
賀
」
の
概
要
や
機
関
誌

の
発
行
、表
彰
規
程
、

国
や
関
係
機
関
へ

の
陳
情
、
要
望
等
が

決
定
さ
れ
た
。

　
翌
日
は
、
３
班
に

分
か
れ
甘
利
内
閣

府
特
命
担
当
大
臣

を
は
じ
め
中
小
企

業
庁
等
関
係
機
関

へ
陳
情
等
を
行
っ
た
。

甘
利
大
臣
か
ら
は
、

「
経
済
の
低
迷
、
少

子
高
齢
化
な
ど
難

題
が
山
積
み
だ
が
、

あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、

女
性
の
パ
ワ
ー
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
日
本

を
救
う
救
世
主
は

女
性
で
あ
る
。
是
非
、

力
を
貸
し
て
欲
し
い
。
」

と
述
べ
ら
れ
た
。

甘利大臣に要望書を手渡す深沢会長 真剣に話を聞く参加者

祝辞を述べる宮川名誉会長

　
山
梨
県
電
機
商

業
組
合
（
天
野
一

光
理
事
長
）
は
、
7

月
24
日
中
央
市
に

あ
る
「
オ
ギ
ノ
リ

バ
ー
シ
テ
ィ
」
に

お
い
て
、「
地
上
デ

ジ
タ
ル
放
送
全
国

統
一
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
の
推
進
活
動

を
行
っ
た
。

　
2
0
1
1
年
7

月
24
日
ま
で
に
ア

ナ
ロ
グ
放
送
は
終

了
し
、
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
に
移
行
す
る
ま
で
2
年
と
な
っ
た
。

　
最
近
で
は
、
テ
レ
ビ
番
組
内
に
お
い
て
も
右
端
に
「
ア

ナ
ロ
グ
」
と
標
示
さ
れ
、
地
デ
ジ
へ
の
移
行
を
進
め
る
と

と
も
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
は
平
成
21
年
度
の
補
正
予
算
案
に
エ
コ
ポ
イ

ン
ト
制
度
の
導
入
を
盛
り
込
ん
だ
。対
象
と
な
る
冷
蔵
庫
、

エ
ア
コ
ン
は
5
％
の
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
テ
レ

ビ
は
さ
ら
に
5
％
を
追
加
し
た
。
そ
れ
に
リ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
3

％
の
還
元
を
加
え
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
に
は
13
％
も
の
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
2
0
0
9
年
3
月
時
点
で
の
地
デ
ジ
対
応

テ
レ
ビ
や
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
世
帯
普
及
率
は
60
・
7
％
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
共
同
受
信
設
備
を
持
つ
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
集
合
住
宅
で

は
、
設
備
の
改
修
工
事
な
ど
金
銭
負
担
の
問
題
も
あ
り
対
応
の
遅
れ

が
目
立
っ
て
い
る
。

　
地
デ
ジ
相
談
コ
ー
ナ
ー

に
は
、「
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ

を
買
っ
た
が
、
映
ら
な
い
。
」

「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
だ
が
、

地
デ
ジ
対
応
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
。
」
等
の
相
談
が

数
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

　
「
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
効
果
も

あ
り
、
商
品
待
ち
の
場
合
も

多
い
。
今
後
ま
す
ま
す
地
デ

ジ
対
応
テ
レ
ビ
へ
の
需
要

が
高
ま
り
資
材
不
足
や
設

定
工
事
が
追
い
つ
か
な
く

な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
山
梨
県
内
は
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
の
加
入
率
が
高
い
た
め
、
地
デ
ジ
対
応
を
し
な
く
て
も
そ

の
ま
ま
受
信
で
き
る
と
考
え
て
い
る
世
帯
や
も
う
少
し
間
近
に
な

っ
た
ら
と
考
え
て
い
る
世
帯
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
普
及
率
は
、
全
国

的
に
若
干
下
回
っ
て
い
る
。
移
行
ま
で
に
あ
と
2
年
、
早
め
の
対
応

を
Ｐ
Ｒ
し
な
が
ら
お
客
様
に
迷
惑
を
か
け
ず
地
デ
ジ
へ
移
行
で
き

る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。」
と
天
野
理
事
長
は
、語
っ
た
。

　
安
心
し
て
取
付
や
操
作
等
の
相
談
が
で
き
、
な
お
か
つ
低
額
料
金

の
シ
ス
テ
ム
『
デ
ジ
タ
ル
1
1
0
番
山
梨
』
に
是
非
、
お
気
軽
に
、
ご

相
談
下
さ
い
。　
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去
る
7
月
27
日
（
月
）
、
山
梨
県
中
小
企
業
労
務
改

善
団
体
連
合
会
（
大
宮
山
磐
会
長
）
は
、
中
小
企
業
団

体
中
央
会
研
修
室
に
お
い
て
、
平
成
21
年
度
通
常
総

会
を
行
っ
た
。

　
当
連
合
会
は
、
労
務
改
善
事
業
の
推
進
と
会
員
が

行
う
事
業
の
健
全
な
発
展
と
、
労
働
者
の
経
済
的
、

社
会
的
地
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

昭
和
51
年
に
設
立
さ
れ
た
。
以
降
県
か
ら
の
中
小
企

業
福
祉
事
業
補
助
金
を
受
け
、
職
場
環
境
や
労
務
管
理
等
の
改
善
に

関
す
る
実
態
調
査
の
実
施
、
各
種
セ
ミ
ナ
ー
・
講
演
会
、
表
彰
式
典
・

大
会
の
開
催
や
資
料
図
書
の
配
布
に
よ
る
情
報
提
供
や
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
設
置
し
、
労
働
相
談
業
務
も
積
極
的
に
実
施
し
て
き
た
。

　
今
回
の
総
会
で
は
、
21
年
度
事
業
計
画
等
が
検
討
さ
れ
、
講
演
会
・

講
習
会
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
や
11
月
に
開
催
す
る
「
活
力
あ
る
職
場

づ
く
り
推
進
運
動
山
梨
県

大
会
」
の
開
催
、
連
合
会
財

政
基
盤
強
化
の
た
め
の
共

済
業
務
提
携
事
業
及
び
リ

サ
イ
ク
ル
ト
ナ
ー
活
用
推

進
事
業
の
実
施
な
ど
に
つ

い
て
決
議
し
た
。

　
ま
た
、
山
梨
県
か
ら
の
委

託
を
受
け
「
仕
事
と
家
庭
の

両
立
支
援
事
業
」
を
連
合
会

の
中
心
事
業
と
し
て
引
き

続
き
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、

就
業
規
則
の
整
備
、
労
務
相

談
を
中
心
に
、
講
習
会
の
開

催
と
専
門
家
の
派
遣
に
よ

る
個
別
相
談
を
行
う
こ
と

か
ら
、
会
員
事
業
所
へ
の
積

極
的
な
活
用
を
呼
び
掛
け
た
。

　
な
お
、
今
回
は
2
年
に
一

度
の
役
員
改
選
期
に
あ
た
り
、

次
の
と
お
り
新
役
員
が
決

定
し
た
。

相談に対応する関係者




